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議案第２４号 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の 

保育料等に関する条例の制定についてに対する修正案 

 

 上記の修正案を、次のとおり地方自治法第１１５条の３および米原市議会会議規則第１７条

の規定により提出します。 

 

（提案理由） 

 第２子以降の保育料無料化を０歳児から２歳児まで拡充することは、出生率の上昇につなが

る環境整備および子育て世代の経済負担の軽減を図ることを目的とされているが、平成 25年６

月 27日付け米議会第 71号により提出された「決議第１号 保育所・幼稚園保育料の第２子以

降無料化実施に関する決議」中、「適宜、事業に係る効果、影響等を精査・検証し、政策効果の

是非を確認すること。」の検証が充分でなく、時期尚早であるため、この案を提出するものであ

る。 

  



 

 

   議案第２４号 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関す

る条例の制定についてに対する修正案 

 

議案第２４号 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条

例の一部を次のように修正する。 

 

 第６条中「支給認定子どもに係る保育料」を「３歳以上の支給認定子ども（満３歳に達する

日以後の最初の３月 31日までの間にある支給認定子どもを除く。）に係る保育料」に改める。



 

 

議案第２４号 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定についてに対する修正案新旧対照表 

修正後 原 案 

米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関す

る条例 

米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関す

る条例 

第１条～第５条 略 第１条～第５条 略 

（第２子以降に係る保育料の減額または免除） （第２子以降に係る保育料の減額または免除） 

第６条 前条に定めるもののほか、市長は、支給認定子どもの属する世帯にお

いて、現に養育されている 18 歳未満の者（満 18 歳に達する日以後の最初の

３月 31 日までの間にある者を含む。）のうち出生順で２人目以降に該当する

３歳以上の支給認定子ども（満３歳に達する日以後の最初の３月 31日までの

間にある支給認定子どもを除く。）に係る保育料について、その額を減額し、

または免除することができる。 

第６条 前条に定めるもののほか、市長は、支給認定子どもの属する世帯にお

いて、現に養育されている 18 歳未満の者（満 18 歳に達する日以後の最初の

３月 31 日までの間にある者を含む。）のうち出生順で２人目以降に該当する

支給認定子どもに係る保育料について、その額を減額し、または免除するこ

とができる。 

第７条以下 略 第７条以下 略 

  

  

  

  

  

  

  

 


